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�愛媛県告示第９４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関の所在地名が次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）……………………………………６７１
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○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告（８件）……６７１

○ 危険物取扱者法定講習会の実施…………………………………………６７３

人事委員会規則

○ 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則及び教育職員の休

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

てぃーだ薬局 有限会社健美 今治市宮下町一丁目１番
９号

平成２４年
６月１日

小林耳鼻咽喉科
クリニック

医療法人小林耳
鼻咽喉科クリ
ニック

西条市丹原町池田１０９番
５

平成２４年
６月１３日

よ り い 眼 科 医療法人敬天会 今治市小泉四丁目１１番９
号

平成２４年
７月１日

ま つ だ 薬 局 松田ファーマシ
ー株式会社 今治市小泉四丁目１１－１１ 平成２４年

７月１日

そがめ薬局福武
店

有限会社テンタ
ートル 西条市大町１０２－１ 平成２４年

７月１日

露口歯科医院 露 口 晃 宏 伊予郡砥部町高尾田３７ 平成２４年
７月１日

日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則……６７４

公営企業公告

○ １．５Ｔ磁気共鳴断層撮影装置の購入……………………………………６７５

○ 県立新居浜病院オーダリングシステムの借入れ………………………６７６

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

介 護 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

老人保健施設はぴねすケアセ
ンター 社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市泉宮町５－１９ 新居浜市多喜浜２－１－５０ 平成２４年５月１３日

毎週（火・金）曜日発行 第２３８９号 平成２４年７月２７日

平成２４年７月２７日金曜日 第２３８９号

愛 媛 県 報

６５９
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�愛媛県告示第９５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

松久郡屋薬局 松 久 茂 雄 喜多郡内子町甲１１９６－３ 平成１４年
３月３１日

小林耳鼻咽喉科
クリニック 小 林 丈 二 西条市丹原町池田１０９－

５
平成２４年
５月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６番地１２ もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６番地１２ 平成２４年５月１日

株式会社新風会 大洲市徳森野田１４７７番地１ グループホーム嶺南 大洲市肱川町山鳥坂２４１番地
１ 平成２４年５月１日

株式会社家具センターワタナ
ベ

今治市北高下町二丁目１番４５
号

株式会社家具センターワタナ
ベ介護事業部

今治市北高下町二丁目１番４５
号 平成２４年６月１日

合同会社ＳｅｔｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 訪問看護ステーションＳｅｔ
ｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 平成２４年６月１日

有限会社ユニット・ワン 伊予市米湊８５５番地１１ グループホームユニットいよ 伊予市灘町３０２－１ 平成２４年６月１日

社会福祉法人宝集会 新居浜市荷内町６番２１号 小規模多機能施設宝寿園 新居浜市荷内町６番２１号 平成２４年６月８日

有限会社介護サービス菜の花 松山市石手四丁目４番７号 デイサービスあんず 宇和島市保田甲１９１６番地１ 平成２４年６月９日

一般社団法人南宇和郡医師会 南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番
地

南宇和郡医師会訪問介護事業
所

南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
番地２ 平成２４年６月１２日

合同会社諏訪の杜 南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番
地１ デイサービス諏訪の杜 南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番

地１ 平成２４年６月１５日

医療法人一本松歯科医院 南宇和郡愛南町一本松３３７５番
地１ 一本松歯科医院 南宇和郡愛南町一本松３３７５番

地１ 平成２４年６月１８日

株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３
番地７ 株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３

番地７ 平成２４年６月２１日

株式会社げんきステーション 宇和島市柿原甲８４０番地１ 訪問看護げんきステーション 宇和島市三間町迫目４７番地 平成２４年６月２６日

社会福祉法人宝集会 新居浜市荷内町６番２１号 グループホーム集い 新居浜市東田三丁目乙１１番地
８６ 平成２４年６月２６日

株式会社マール・コーポレー
ション 四国中央市妻鳥町１７３８番地１２ デイサービス喜楽 四国中央市川之江町１８８７番地

９ 平成２４年７月２日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 訪問介護さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 訪問看護ステーションさくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 デイサービスさくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６６０
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�愛媛県告示第９５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように指定した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 認知症対応型デイサービスさ
くら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

シルバーサービスはたじ合同
会社

宇和島市津島町下畑地甲１１２５
番地１ ケアプランはたじ 宇和島市津島町下畑地甲１１２５

番地１ 平成２４年６月２０日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 居宅介護支援事業所さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社家具センターワタナ
ベ

今治市北高下町二丁目１番４５
号

株式会社家具センターワタナ
ベ介護事業部

今治市北高下町二丁目１番４５
号 平成２４年６月１日

株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３
番地７ 株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３

番地７ 平成２４年６月２１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人弘仁会 西条市三津屋南９番１０ 老人保健施設あすか 西条市丹原町古田甲１６７番地
１ 平成２４年５月１日

医療法人もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６番地１２ もりざね耳鼻咽喉科 西条市樋之口４３６番地１２ 平成２４年５月１日

株式会社新風会 大洲市徳森野田１４７７番地１ グループホーム嶺南 大洲市肱川町山鳥坂２４１番地
１ 平成２４年５月１日

株式会社家具センターワタナ
ベ

今治市北高下町二丁目１番４５
号

株式会社家具センターワタナ
ベ介護事業部

今治市北高下町二丁目１番４５
号 平成２４年６月１日

合同会社ＳｅｔｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 訪問看護ステーションＳｅｔ
ｓｕｋＯ 八幡浜市桧谷１００８番地 平成２４年６月１日

有限会社ユニット・ワン 伊予市米湊８５５番地１１ グループホームユニットいよ 伊予市灘町３０２－１ 平成２４年６月１日

有限会社介護サービス菜の花 松山市石手四丁目４番７号 デイサービスあんず 宇和島市保田甲１９１６番地１ 平成２４年６月９日

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６６１
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�愛媛県告示第９５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次のように指定

した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）の名称が、次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

一般社団法人南宇和郡医師会 南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番
地

南宇和郡医師会訪問介護事業
所

南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
番地２ 平成２４年６月１２日

合同会社諏訪の杜 南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番
地１ デイサービス諏訪の杜 南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番

地１ 平成２４年６月１５日

医療法人一本松歯科医院 南宇和郡愛南町一本松３３７５番
地１ 一本松歯科医院 南宇和郡愛南町一本松３３７５番

地１ 平成２４年６月１８日

株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３
番地７ 株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３

番地７ 平成２４年６月２１日

株式会社げんきステーション 宇和島市柿原甲８４０番地１ 訪問看護げんきステーション 宇和島市三間町迫目４７番地 平成２４年６月２６日

社会福祉法人宝集会 新居浜市荷内町６番２１号 グループホーム集い 新居浜市東田三丁目乙１１番地
８６ 平成２４年６月２６日

株式会社マール・コーポレー
ション 四国中央市妻鳥町１７３８番地１２ デイサービス喜楽 四国中央市川之江町１８８７番地

９ 平成２４年７月２日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 訪問介護さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 訪問看護ステーションさくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 デイサービスさくら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

株式会社さくら 西予市宇和町山田１５５８番地 認知症対応型デイサービスさ
くら 西予市宇和町山田１５５８番地 平成２４年７月３日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社家具センターワタナ
ベ

今治市北高下町二丁目１番４５
号

株式会社家具センターワタナ
ベ介護事業部

今治市北高下町二丁目１番４５
号 平成２４年６月１日

株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３
番地７ 株式会社廣昭 越智郡上島町弓削下弓削１２３

番地７ 平成２４年６月２１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番
地

南宇和郡医師会訪問看護ステ
ーション

南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
番地２ 平成２４年４月１日

（変更前）
社団法人南宇和郡医師会
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�愛媛県告示第９５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８ 老人保健施設なんぐん館 南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
－２ 平成２４年４月１日

（変更前）
社団法人南宇和郡医師会

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８ 南宇和郡医師会訪問看護ステ
ーション

南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
－２ 平成２４年４月１日

（変更前）
社団法人南宇和郡医師会

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

アースサポート株式会社

（変更後）
東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号

アースサポート新居浜 新居浜市西原町二丁目２番
２０１２号 平成２４年６月１５日

（変更前）
東京都渋谷区本町一丁目８番
７号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

（変更後）
今治市社協デイサービスセン
ター伯方 今治市伯方町木浦甲３９３０番地

１ 平成２４年４月１日
（変更前）
今治市社協介護サービスセン
ター伯方

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

（変更後）
今治市社協デイサービスセン
ター大三島 今治市大三島町野々江２４３５番

地２ 平成２４年４月１日
（変更前）
今治市社協介護サービスセン
ター大三島
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�愛媛県告示第９６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称及び居宅介護支援

事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称が次のように変更され

た。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の主たる事務所の所在地が次

のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称が次のように変更された。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番地
１３号

老人保健施設はぴねすケアセ
ンター

（変更後）
新居浜市多喜浜２－１－５０

平成２４年５月１３日
（変更前）
新居浜市泉宮町５－１９

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８

（変更後）
南宇和郡医師会居宅介護支援
事業所 南宇和郡愛南町御荘深泥７０３

－２ 平成２４年４月１日
（変更前）
社団法人南宇和郡医師会

（変更前）
南宇和郡医師会指定居宅介護
支援事業所

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８ 老人保健施設なんぐん館 南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
－２ 平成２４年４月１日

（変更前）
社団法人南宇和郡医師会

（変更後）
一般社団法人南宇和郡医師会

南宇和郡愛南町城辺甲１９８８ 南宇和郡医師会訪問看護ステ
ーション

南宇和郡愛南町御荘深泥７０３
－２ 平成２４年４月１日

（変更前）
社団法人南宇和郡医師会

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

アースサポート株式会社

（変更後）
東京都渋谷区本町一丁目４番
１４号

アースサポート新居浜 新居浜市西原町二丁目２番２０
１２号 平成２４年６月１５日

（変更前）
東京都渋谷区本町一丁目８番
７号

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号
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平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

（変更後）
今治市社協デイサービスセン
ター伯方 今治市伯方町木浦甲３９３０番地

１ 平成２４年４月１日
（変更前）
今治市社協介護サービスセン
ター伯方

社会福祉法人今治市社会福祉
協議会

今治市南宝来町一丁目９番地
８

（変更後）
今治市社協デイサービスセン
ター大三島 今治市大三島町野々江２４３５番

地２ 平成２４年４月１日
（変更前）
今治市社協介護サービスセン
ター大三島

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人はぴねす福祉会 新居浜市若水町一丁目９番地
１３号

老人保健施設はぴねすケアセ
ンター

（変更後）
新居浜市多喜浜２－１－５０

平成２４年５月１３日
（変更前）
新居浜市泉宮町５－１９

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社みかんちゃん 八幡浜市郷１番耕地１２４７番地
１ 有限会社みかんちゃん 八幡浜市郷１番耕地１２４７番地

１ 平成２４年３月１日

有限会社ナカタ電器 西宇和郡伊方町湊浦１０７８番地
２ 有限会社ナカタ電器 八幡浜市保内町宮内１－３３４

－１ 平成２４年３月１日

株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲３２１番
地２ 株式会社ひより 大洲市長浜町下須戒甲３２１番

地２ 平成２４年３月３１日

小 林 丈 二 西条市円海寺７番地９ 小林耳鼻咽喉科クリニック 西条市丹原町池田１０９－５ 平成２４年５月３１日

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号
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�愛媛県告示第９７２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９６９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（居

宅介護事業者）の辞退があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（居

宅介護支援事業者）の辞退があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（介

護予防事業者）の辞退があった。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社みかんちゃん 八幡浜市郷１－１２４７－１ 有限会社みかんちゃん 八幡浜市郷１番耕地１２４７番地
１ 平成２４年３月１日

小 林 丈 二 西条市円海寺７番地９ 小林耳鼻咽喉科クリニック 西条市丹原町池田１０９－５ 平成２４年５月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成２４年６月６日

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 デイサービスたんぽぽ 新居浜市上原二丁目１番２１号 平成２４年６月６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞退に係る居宅介護支援事業を行う事業所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成２４年６月６日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 平成２４年６月６日

有限会社たんぽぽ 新居浜市中西町１３番４３号 デイサービスたんぽぽ 新居浜市上原二丁目１番２１号 平成２４年６月６日

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号
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�愛媛県告示第９７３号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

西条市

２ 事業の種類

西条市庁舎整備事業

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県西条市明屋敷字四軒丁及び字町口並びに本町字本町地

内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県西条市明屋敷字四軒丁及び字町口

並びに本町字本町地内を起業地とする「西条市庁舎整備事業」

（以下「本件事業」という。）である。

本件事業は、西条市が設置する庁舎に関する事業であること

から、土地収用法第３条第３１号に掲げる「地方公共団体が設置

する庁舎、その他直接その事務又は事業の用に供する施設」に

関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

本件事業は、西条市議会において西条市一般会計予算の議決

を受け施行するものであることから、西条市は、本件事業を施

行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

平成１６年１１月に西条市、東予市、丹原町、小松町が合併し

た西条市は、行政事務の効率化を進めるため、事務の方式を

本庁方式として、中枢行政機能を備えた新庁舎の建設を主要

事業の一つとして掲げているが、住民生活への急激な影響を

考慮して、合併後当分の間は総合支所方式とし、現在も旧西

条市庁舎を本庁、他の庁舎を総合支所として事務を行ってい

る。

しかし、現在の総合支所は本庁と同様の機能を持つため、

支所の近隣住民にとっては利便性が良い反面、市役所の機能

が分散して事務の効率化を阻んでいる。また、現在の本庁舎

は本館と別館の一体的な利用ができないうえ、駐車場も慢性

的に不足しており、来庁者に不便をもたらしている。

これらの問題を解決するため、新庁舎問題調査特別委員会

において検討した結果、現在の本庁舎の本館を増築するとと

もに別館を解体して同跡地等へ駐車場を増設することとし、

建設費を抑え市民の利便性を高めた「人に優しい庁舎」を整

備するものである。

本件事業の施行により、市民生活に直結する窓口業務は支

所に残しつつ、市役所の機能を本庁に集中させ、事務や組織

の効率化を行うことにより、行財政改革の推進が図られると

ともに、本庁舎における本館と別館の分断及び駐車場不足も

解消され、来庁者の利便性及び市民サービスの向上に寄与す

るものと認められる。

なお、本件事業の施行による生活環境等に及ぼす影響につ

いては、本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

等による環境影響評価の対象となるような大規模で環境へ大

きな影響を及ぼすおそれのある事業ではなく、その運営によ

る周辺環境への影響は軽微であると認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存すると認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業地内には、起業者が保護のため特別の措置を講ず

べき動植物、文化財等は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的条件、

社会的条件及び経済的条件による３案の比較検討を行い、総

合的に最も優れた案を採用しているものと認められる。

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年８月
４日

愛媛県
第１２３７
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
１号

窒素全
量５．５
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２７
年８月
４日

愛媛県
第１２３８
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
特号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２７
年８月
４日

愛媛県
第１２３９
号

混合有
機質肥
料

粒状宇
和混合
有機特
号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

平成２７
年８月
１５日

愛媛県
第１２５４
号

混合有
機質肥
料

本ぼか
し

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
及びそ
の他の
制限事
項は、
公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式会
社
愛媛県西予市野
村町野村５号１１
１番地

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６６７
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エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄

与するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の要件

を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

現在の総合支所方式では、行財政改革の推進に支障を来し

ているほか、本庁舎の一体利用及び駐車場の確保も急務であ

ることから、これらを解消する庁舎を早期に整備する必要が

あると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの

と認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめら

れていることから、合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

西条市役所建設部施設管理局

�������
�愛媛県告示第９７５号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県中予保健所及び

伊予市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年７月２７日

愛媛県中予保健所長

竹之内 直 人

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ヤマキ株式会社

伊予市米湊１６９８の６

代表取締役社長 城戸善浩

２ 工場の名称及び所在地

ヤマキ株式会社第２工場

伊予市下三谷字明星田２６２－１

３ 特定施設に関する事項

ＣＩＰ洗浄施設（３基）

�愛媛県告示第９７４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第３６６２号 平成２２年
１２月２１日 �矢野電気商会 矢野 昭夫 今治市別宮町４－３－１０ 平成２４年

６月１日
電気工事業
消防施設工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１３３５２号 平成２３年
３月２１日 �ファミリーハウス 篠田 敏行 新居浜市萩生２０３３－１７ 平成２４年

６月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第７９８号 平成２４年
４月１３日 重松建設� 重松 宗孝 今治市常盤町４－７－６ 平成２４年

６月１５日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２０）第１６４６２号 平成２１年
３月１８日

�エムケイ・コーポレー
ション 河野 道雄 西条市西田甲３９６－２ 平成２４年

６月２８日

土木工事業、建築工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
防水工事業
内装仕上工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第３号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１８，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後直ちに

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ３時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～１２．５

最大 ６．０～１２．５

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１排水処理施設

� �２排水処理施設

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

� 第５排水口

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ７２２

最大 ７２２

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３６．１

最大 １３６．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５８．５６

最大 ５８．５６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０

最大 ５０

設 置 年 月 日 平成２３年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 嫌気処理、ＡＴＣ凝集剤添加膜分離、凝
集沈殿及び活性炭処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１７．７７メートル 横１５．１５メートル
高さ６．１０メートル
縦１３．８５メートル 横１４．００メートル
高さ５．７５メートル
縦２１．９５メートル 横１５．００メートル
高さ５．７０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 嫌気処理、ＡＴＣ凝集剤添加膜分離、凝
集沈殿及び活性炭処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５～８

最大 ４～８

通常 ６～８

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８７５

最大 １，１７５

通常 １５

最大 ２５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７６．２５

最大 ８０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８５

最大 １１０

通常 １０

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６．５

最大 ３１

通常 １．１

最大 １．１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６００

最大 ６００

通常 ６００

最大 ６００

設 置 年 月 日 平成１９年１２月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 油水分離処理及び加圧浮上処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦５．００メートル 横２．１０メートル
高さ２．６８メートル
縦１３．００メートル 横７．２０メートル
高さ５．３０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 油水分離処理及び加圧浮上処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～１２．５

最大 ６．０～１２．５

通常 ６．０～７．５

最大 ６．０～７．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２，７００

最大 ２，７００

通常 ５００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４，５００

最大 ４，５００

通常 ２００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ４０

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．０

通常 ０．５

最大 ０．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５０

最大 １５０

通常 １５０

最大 １５０

備考 処理水は�１排水処理施設に送る。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３．９

最大 ２５

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号
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� 第７排水口

�愛媛県告示第９７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年７月２７日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第９７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．１

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 １

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６７６

最大 ６７６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 ５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２

最大 ０．２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １５４

最大 １５４
汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～８．０

最大 ６．５～８．５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第１４号

平成２４年７月１８日
伊予郡松前町大字筒井字千石９８番２

伊予郡松前町大字筒井３１１番地

グランドアーネスト Ｃ－２０２

安 居 友 司

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町魚神山１４３４番２から

同町魚神山１４４０番２まで

旧 ６．８～３４．４ ０．０８５

新 ８．８～３４．４ ０．０８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 網代鳥越線
南宇和郡愛南町魚神山１４３４番２から

同町魚神山１４４０番２まで
平成２４年７月２７日

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６７０



公 告
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�愛媛県告示第９７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田乙３４１番１２地先から

同市多田乙３４１番１地先まで

旧 ５．２～２４．８ ０．１２１

新 ５．２～３０．９ ０．１２１

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月９日
特定非営利活動法人
アジア・フィルム・ネットワー
ク

福 岡 晋 也 松山市喜与町１丁目７番地８トオ
ヤマビル２Ｆ

この法人は国内外の文化、芸術の取り組みに協
力するとともに、地域固有の資源を活用した映
像制作支援等を行い、さらにこれをもとにした
まちづくりへの市民自らの参加を促進し、もっ
て文化、芸術の振興、普及及び地域の活性化等
を図ることにより、公益の増進に寄与すること
を目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月９日 特定非営利活動法人
いよココロザシ大学 泉 谷 昇 松山市緑町１丁目２－１和光会館

１－Ａ
この法人は、市民の誰もが先生、生徒になる
「学びあい」の精神のもと、多様性と地域資源
の価値を共有し、市民一人一人が「自分らしさ」
を実感し、主体的に人や町とつながっていくし
くみを作ることで、地域に根づく新しいコミュ
ニティの創造と発展に寄与することを目的とす
る。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月９日 特定非営利活動法人
えがおの会 澤 田 真 生 松山市南久米町７３番地２ この法人は地域、在宅で生活していく中で相談、

援助が必要な地域の高齢者、認知症高齢者、障
害者、子供やその家族に対して介護保険事業、
障害者自立支援法に基づく事業、育児支援事業、
各種ボランティア、講演会等を行うことにより、
一人が変われば地域は変わるとの理念のもと、
人の為、地域の為、社会の為に役立つ行動をし
て地域住民が支え合って安心して自分らしく幸
せに暮らしていけれるような地域社会づくりと
福祉の増進の発展に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６７１
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月９日 特定非営利活動法人
愛と心えひめ 吉野内 直 光 松山市末町甲９番地１ この法人は、在宅高齢者の介護や、子育て支援

を必要とする人々に対し、住民参加と相互扶助
の精神に基づき、対等な関係においてのボラン
ティアが支える福祉サービス活動を中心に、安
心して暮らして行くことのできる福祉のまちづ
くりを推進し、もって、地域福祉の向上、愛と
心のネットワークづくりに、寄与することを目
的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１０日 特定非営利活動法人
共同連えひめ 白 石 勇 松山市上野町甲７３４番地の１４ この法人は、障害児・者の教育・生活・労働権

の確立をめざし、障害のある人ない人の統合教
育、共同事業所づくりを推し進め、あらゆる差
別を克服し、真の共生社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１１日 特定非営利活動法人
愛媛県レクリエーション協会 小 泉 勇治郎 松山市上野町甲６５０ この法人は、県民に対して、レクリエーション

の普及振興を図るとともに、生涯スポーツの推
進、福祉増進への取り組み、自然環境保全の教
育と普及、子どもの健全育成、文化芸術など生
涯学習の推進、まちづくりと男女共同参画社会
の形成など、広範囲にわたる社会教育に寄与し、
これらの活動を推進する指導者の養成や団体の
育成に努め、県民一人ひとりの自由時間の充実
と生きがいづくり、心身の健康とやすらぎと活
力に充ちた豊かな生活の形成と社会づくりに寄
与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１３日 特定非営利活動法人
Ｌｉｎｋ愛媛 河 本 英 樹 松山市平和通二丁目１番６号 この法人は、一般市民、特に障害者、子どもに

対して、障害者用施設の設置に関する事業、カ
ウンセリング事業、イベントの企画・開催、奉
仕活動、子どもの健全育成のための講演会、Ｉ
Ｔ技術の講習会等の企画・開催などの事業を行
い、地域の活性化と社会福祉の増進を図り、広
く公益に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６７２
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成２４年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり実施する。

平成２４年７月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２４年９月２４日（月）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２４年９月２７日（木）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

平成２４年１０月３日（水）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成２４年１０月１０日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２４年１０月１１日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２４年１０月２２日（月）午前９時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

平成２４年１０月２４日（水）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２４年１１月１２日（月）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２４年１１月２２日（木）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第６
号に規定する特定事業所における危
険物施設（給油取扱所を除く。）に
おいて危険物の取扱作業に従事する
危険物取扱者を対象とした講習

平成２４年９月２５日（火）午前９時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２４年１０月１０日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２４年１１月１２日（月）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２４年１１月１４日（水）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� �及び�に掲げる危険物施設以外
の危険物施設において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者を対象
とした講習

平成２４年９月２４日（月）午後１時３０分 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成２４年９月２７日（木）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県南予地方局八幡浜支局

平成２４年１０月１１日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成２４年１０月２２日（月）午後１時 宇和島市天神町７番１号
愛媛県南予地方局

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年７月１３日 特定非営利活動法人
介護企画あき 白 神 敏 恵 松山市南江戸４丁目５番２５号 この法人は、身体障害者、高齢者に対して、ゆっ

たりとした環境の中、家庭的な雰囲気での生活
が送れるよう共同生活型介護システムの運営事
業と年齢を問わず社会との交流を必要とする人
や集団生活になじめない子供たちに対して勉学、
趣味生き甲斐等のサービスを提供する事業を行
い、もって福祉社会の増進と実現に寄与するこ
とを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６７３



人事委員会規則

平成２４年１０月２４日（水）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２４年１０月３１日（水）午前９時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２４年１０月３１日（水）午後１時３０分 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター

平成２４年１１月１４日（水）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成２４年１１月２２日（木）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県東予地方局

２ 受講申請の提出期間

平成２４年９月１日から各講習実施日の２日前の日まで（土、日曜日及び祝祭日を除く。）

但し、受付をした危険物安全協会の管轄以外の会場で受講する場合は、各会場講習実施日の５日前まで

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 請求先

各市（地区）危険物安全協会、各市町（地区）消防本部、県地方局総務県民課

� 提出先

各市（地区）危険物安全協会

�愛媛県人事委員会規則１２－６６
職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成２４年７月２７日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則及び教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部を改正する規則

（職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則の一部改正）

第１条 職員の休日、休暇及び勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第１条の３ 条例第３条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

�～� 省略 �～� 省略

� 職員が骨髄移植のための骨髄若しく
しよう しよう

は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行い、

又は 配偶者、父母、子

若しくは兄弟姉妹以外の者に、骨髄移
しよう

植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移
しよう

植のため末梢血幹細胞を提供する場合

で、当該申出又は当該提供に伴い必要

な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められるとき

省略 � 職員が骨髄移植のための骨髄液

の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行い、

又は骨髄移植のため配偶者、父母、子

若しくは兄弟姉妹以外の者に骨髄液

を提供する場合

で、当該申出又は当該提供に伴い必要

な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合

省略

�～� 省略 �～� 省略

２～６ 省略 ２～６ 省略
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年７月２７日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

１．５Ｔ磁気共鳴断層撮影装置の購入

� 購入物品名及び数量

１．５Ｔ磁気共鳴断層撮影装置 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２５年３月１５日まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

（教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則の一部改正）

第２条 教育職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する規則（愛媛県人事委員会規則１２－４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

（休暇の許可の事由及び期間）

第２条の３ 条例第４条第２項の有給休暇の許可に係る同条第４項

の人事委員会規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げる事由と

し、当該許可に係る同項の人事委員会規則で定める期間は、同欄

に掲げる事由の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。

事 由 期 間 事 由 期 間

�～� 省略 �～� 省略

� 職員が骨髄移植のための骨髄若しく
しよう しよう

は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹

細胞の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行い、

又は 配偶者、父母、子

若しくは兄弟姉妹以外の者に、骨髄移
しよう

植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移
しよう

植のため末梢血幹細胞を提供する場合

で、当該申出又は当該提供に伴い必要

な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められるとき

省略 � 職員が骨髄移植のための骨髄液

の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行い、

又は骨髄移植のため配偶者、父母、子

若しくは兄弟姉妹以外の者に骨髄液

を提供する場合

で、当該申出又は当該提供に伴い必要

な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合

省略

	～
 省略 	～
 省略

２～６ 省略 ２～６ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年８月２２日（水）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年９月５日（水）か

ら平成２４年９月７日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、９月７日は午

後１時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年９月７日（金）午後１時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２４年９月７日（金）午後２時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２４年８月２２日（水）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

１．５T MRI（１．５ Tesla Magnetic Resonance Imaging），１ set

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，７ September２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年７月２７日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

県立新居浜病院オーダリングシステムの借入れ

� 借入物品名及び数量

県立新居浜病院オーダリングシステム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年２月１２日から平成３０年２月１１日まで

� 借入場所

愛媛県新居浜市本郷三丁目１番１号

愛媛県立新居浜病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、
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消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該

当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.pref.ehime.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年８月２２日（水）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年９月５日（水）か

ら平成２４年９月７日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、９月７日は午

前１０時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年９月７日（金）午前１１時００分

まで。）

� 開札の日時及び場所

平成２４年９月７日（金）午前１１時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づ

き平成２４年８月２２日（水）午後５時００分までに提出しなければ

ならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： The

Ordering System for Ehime Prefectural Niihama Hospital，１

set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，７ September２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２４年７月２７日 発行

愛 媛 県 報平成２４年７月２７日 第２３８９号

６７７


